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バルク２０年検査等における消防への届出について（お知らせ） 

 

 

標記につきまして、当協会が加盟している日本ＬＰガス団体協議会（日団協）とともに消

防庁に対し、バルク貯槽２０年検査関係で、既に改正された液石法施行規則における「特定

供給設備の許可における貯蔵能力の特例（規則第２１条第２項）」及び「液化石油ガス設備

工事の届出における貯蔵能力の特例（規則第８７条第２項）」と同様に、消防への届出につ

いても特例を設けていただくよう、折衝をしておりました。 

この度、別添のとおり消防庁において特例が了承され、そのＱ＆Ａが消防庁危険物保安室

長から各都道府県消防防災主管部長等に通知されたものがホームページに掲載されました

ので、お知らせいたします。 

記 

○特例の内容（消防庁文書から抜粋） 

（液化石油ガスの貯蔵・取り扱いの届出関係） 

問１ 貯蔵能力が 300kg 未満の貯槽又はバルク貯槽（以下「貯槽等」という。）の修理、清

掃、検査又は撤去を行うために当該貯槽等に一時的に仮設供給設備を連結する場合にお

いて、当該貯槽等の見やすい箇所に液化石油ガスを充塡してはならない旨を表示し、か

つ、液化石油ガスを充塡できないように当該貯槽等に封印をする措置を講じたときは、

当該貯槽等に現に貯蔵されている液化石油ガスの数量と仮設供給設備の貯蔵能力の合

計数量により、法第９条の３第１項に基づく届出の要否を判断してよいか。 

答１ お見込みのとおり。 

 

○文書掲載アドレス（消防庁ホームページ） 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2803/pdf/280301_ki37.pdf 

以 上 

 

発信手段：Ｅメール 

保安部：飯田、渡辺 








